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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、ミャンマー連邦政府からの技術協力の要請に基づき、2009 年 6

月から 3 年間の計画で「小規模養殖普及による住民の生計向上事業」を実施しています。 

 今般、本プロジェクトの中間地点を迎えたことを受け、協力期間前半における実績の確認、計

画に対する達成度の検証、評価 5 項目の観点からの評価を行うとともに、プロジェクト後半の活

動計画について検討することを目的として、2011 年 1 月 30 日から 2 月 18 日の間、当機構国際協

力専門員 千頭 聡を団長とする中間レビュー調査団を現地に派遣し、プロジェクト活動の評価

を行いました。 

 その結果、プロジェクトはおおむね順調に進捗し、プロジェクト終了までに所期の成果をほぼ

達成できる見込みが高いことと判断されました。 

 本報告書は、同調査団によるミャンマー連邦政府関係者との協議並びに調査・評価結果を取り

まとめたものであり、本プロジェクトの今後の運営並びに関連する国際協力の推進に広く活用さ

れることを期待します。 

 ここに、本調査にご協力頂いた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を表します。 

 

平成 23 年 4 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
農村開発部長 熊代 輝義 
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評価調査結果の要約表 
 

１．案件の概要 

国 名：ミャンマー連邦 
案件名：小規模養殖普及による住民の生計向上事

業 

分 野：農業開発 援助形態：技術協力 

所轄部署：農村開発部水田一課 協力金額（評価時点）：1 億 5,218 万 7,000 円 

協力

期間 

（R/D）： 2009 年 6 月～2012 年 6 月 先方関係機関：畜水産省 

（延長）： 日本側協力機関：なし 

（F/U）： 他の関連協力：なし 

（E/N）（無償）  

１－１ 協力の背景と概要 

ミャンマー連邦（以下、ミャンマー）では、水産物の消費量は大きく、動物性たんぱく質摂

取量の 70％以上を水産物に依存している。水産物は地域住民にとって極めて貴重なたんぱく源

であるが、近年、重要漁獲魚種の小型化といった資源減少の兆候が確認されており、都市化に

よる生息環境の悪化や乱獲による影響が懸念される一方、人口増加に伴う水産物への需要は拡

大している。 

かかる状況への対応策として、同国政府の漁業政策上においても小規模養殖の振興・普及は

急務とされており、地域貧困層の栄養改善及び所得向上にも有効な一手段としても、その推進

が緊急の課題として位置づけられている。このような背景にあって、2005 年から 2008 年に「漁

業政策アドバイザー」が水産局へ派遣され、水田や用水池を活用した住民参加型の小規模養殖

普及活動を試験的に実施した。本技術協力プロジェクトは、この活動を受け、地方村落に存在

する池や稲田を活用した小規模養殖手法の明確化と、農民自身が普及を担っていくシステム（農

民間普及アプローチ）を水産局の指導支援の下に構築することを目的として 2009 年 6 月から 3

年間実施されている。本中間レビューは期間半ばを迎えた 2011 年 1 月～2 月に実施された。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標：イラワジ、バゴー管区及びカレン州 3 地域において住民の動物性たんぱく質

摂取量の向上及び農家の生計向上をめざした小規模養殖が広く実施される。 

 

(2) プロジェクト目標：イラワジ、バゴー管区及びカレン州 3 地域におけるプロジェクト対

象 5 市町区で小規模養殖を実施している農家戸数が増加する。 

 

(3) 成 果 

成果 1：対象市町区の農民が小規模養殖を開始するために必要な制度的、技術的な事項が

明確になり、マニュアルにまとめられる。 

成果 2：対象市町区の農民への小規模養殖普及にかかわる支援体制が強化される。 

成果 3：対象市町区での農民間普及活動の中心となるパイロット農家及び中核農家が選定

され、農民間普及が開始される。 
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(4) 投入（2011 年 2 月時点） 

日本側： 

長期・短期専門家派遣 延べ 5 名 

機材供与 400 万円 

本邦研修受入れ 計 12 名 

在外事業強化費 約 1,500 万円（2010 年度末までの予算を含む） 

 

相手国側： 

カウンターパート（C/P）配置 14 名 

土地・施設提供 専門家執務室、什器備品類等 

運営経費負担 地方職員旅費等 

２．評価調査団の概要 

調査団員 （担当分野・氏名・職位） 

団長/総括  千頭 聡 JICA 国際協力専門員 

養殖普及  原田和典 水産庁資源管理部国際課海外漁業協力室 課長補佐 

協力企画  日高 弘 JICA 農村開発部水田一課 

評価分析  寺尾豊光 水産エンジニアリング（株） 

調査期間 2011 年 1 月 30 日～2011 年 2 月 18 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) プロジェクト目標 

1)  調査時点において 64 の農家及びコミュニティが小規模養殖を実施中である。また、ラ

パタン市町区では、夏期米用の稲田においてプロジェクトからの支援なしで 77 の農家が

新たに養殖を行う予定である。 

2)  養殖農家の増加は、中核農家の種苗生産技術の向上、種苗の配布方法の改善、周辺農

家への技術指導、情報提供によることが多く、農民間普及の手法についても実践されつ

つあることを確認した。また、1 年目の経験を活用し、2 年目からは地方水産局が主体と

なって、モニタリングを行うなど、モニタリング体制構築の進捗も確認された。 

3)  調査時点のプロジェクト活動の達成度を踏まえ、プロジェクト終了時点においてプロ

ジェクト目標はほぼ達成できると評価した。 

 

(2) 成 果 

成果 1：  

1) マニュアルについては、既に 4 種類作成済みであり、また、パイロットサイトにお

ける農民の聞き取り調査において、字が読めなくても絵で理解できるとの回答があっ

たこと等から、本マニュアルは現場レベルにおいても活用できるものと考える。 

2) 地域の現状（灌漑地域、天水農業地域）に応じた養殖技術が適用されており、また、

給餌方法等についても、比較検討がなされており、技術・経済的に合致した養殖の開

発導入が進んでいる。 
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成果 2：  

1) 5 市町区等の地方水産局職員の研修を実施し、2 年目からはプロジェクトの支援なし

で定期モニタリングの実施が可能な状況となった。 

2) 農民間普及に関するガイドラインについても作成済みであり、また活動の成果、経

験を取り入れることにより農民が理解しやすいものとしている。 

 

成果 3：  

1) 2 年目の養殖期において、4 市町区において 4 人の中核農家が選定され、一定の義務

を負う種苗生産の運営計画も署名された。各種実施されている研修を通じ、中核農家

の普及能力の向上が図られている。 

2) 2010 年に中核農家が講師となる研修が 2 回実施された。この 2 回（達成指標は 15

回）の研修は、農民間普及の一部を成すものである。今後ともこれらの研修を実施す

ることで、中核農家がより強力に普及サービスを担うことが期待される。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

ミャンマー政府の関連政策「漁業開発 30 カ年計画」が求める養殖振興、対象グループの、

重要動物性たんぱく源の生産、養殖業による副収入、魚の購入による家計費の低減といっ

たニーズ、わが国の対ミャンマー経済協力方針、以上の諸条件にいずれも合致しており、

本計画の妥当性は高いと考えられる。 

 

(2) 有効性 

以下の理由により、本計画の有効性は高いと見込まれる。本計画は、小規模養殖を普及

することで、農家所得の増加、動物性たんぱく質の村落への供給といった住民の生計向上

をめざしている。低コストの養魚の方法として、小規模池中養殖や稲田養殖等が選定され、

パイロット農家において実証試験が行われている。また、本計画は政府に多く依存するこ

となく養殖技術が広く普及するように、農民間普及のアプローチを取っている。養殖普及

をめざしたこれらの活動は順調に進捗しており、終了時までにプロジェクト目標はほぼ達

成されると判断できる。 

 

(3) 効率性 

これまでのところ本計画の効率性は高く推移している。プロジェクト・デザイン・マト

リックス（PDM）に示される指標と関連情報によって評価した結果、既往の活動の進捗状

況からみると、終了時までには全指標が満たされると考えられる。また、低投入養殖の実

現のため現場経費が最小限に抑えられたこと、水産局地方事務所でも要員を配置しその旅

費負担がなされたこと等があり、本計画の運営経費は全体として低めになっている。 

 

(4) インパクト 

以下の理由により、本計画のインパクトは中程度と見込まれる。 
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1) 上位目標達成の見込み 

周辺農家のプロジェクト活動への反応は 2 年次（2010 年）になってより積極的なもの

になっている。特にバゴー管区における 2 市町区では、池を自己負担で掘削しなければ

ならないにもかかわらず、養殖着手を希望する農家が増えている。しかしながら、この

ような「展示」によるアプローチは結局のところ受け身的要素が強く、したがって中核

農家の再生産など、上位目標の達成に向けては、より能動的な普及方法の開発も検討す

ることが重要である。 

 

2) 波及効果 

2010 年 5 月から 12 月にかけて中央農業研究研修センター（CARTC）で行われた水産

局とミャンマー農業サービス公社（MAS）共同研究「稲田養殖の実証研究」により、CARTC

で農業普及要員のハンドブックに稲田養殖の利点を取り入れることを計画しており、こ

のような農業セクターにおける普及活動は、計画のインパクトを拡大すると期待できる。

 

(5) 持続性 

以下の理由により、本計画の持続性は高いと見込まれる。 

 

1) 政策面 

水産局では毎年何百万尾もの種苗を貯水池や河川に放流し、また生計レベルの淡水養

殖の開発を計画している。コメの安定生産と同様に、動物性たんぱく源の相当部分を占

める魚類を継続して供給することは、ミャンマーの国家政策の一部を成している。本計

画は村落で普及可能な低投入の小規模養殖の開発を目的としており、関連政策の実現に

貢献できることから、政府の支持は今後も継続すると考えられる。 

 

2) 組織・財務面 

農民間普及のアプローチを確実にするため、中核農家の訓練と村落近在での種苗生産

を可能にする施設の供与が行われ、養魚普及を容易にする方法が取られている。種苗農

家と養殖農家のこのネットワークは、政府に多くを依存しない自立したものになると期

待される。また、水産局地方事務所と水産ステーションの職員は、種苗農家と養魚農家

に技術支援を与えるうえで十分な技術能力をもっている。農民間普及へのその関与や貢

献の内容については、プロジェクト活動 2-1 の今後の実施を通じて計画されていくこと

になる。 

 

3) 技術面 

本計画によって開発される小規模養殖の技術は簡素である。そのため農家は養魚の実

践を継続することが可能であり、また必要に応じて、中核農家からの技術サポートを受

けることもできる。なお、中核農家による普及には、水産局から送達される技術情報を

含むことも可能である。また、中核農家によって管理されるべき種苗生産は、高度な技

術と多額のコストを必要とせず、村落周辺の需要に見合う小規模な経営を意図している。
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３－３ 結 論 

本プロジェクトは「漁業開発 30 カ年計画」及び対象グループがもつニーズに対して良い整合

性をもつ。プロジェクトの有効性は確保される見込みにあり、またプロジェクト活動実施に対

して日本側及びミャンマー側双方の投入は適切に行われてきた。プロジェクトには既に正のイ

ンパクトが幾つか見受けられるが、上位目標の達成の程度を評価するには尚早の段階にある。

プロジェクトの持続性は確保される見込みである。次に掲げる提言を考慮して、プロジェクト

の後半期間を通じ、ミャンマーの C/P 要員並びに日本の専門家はプロジェクトの円滑な実施に

向け努力を継続することが望まれる。 

 

３－４ 提 言 

(1) 地域の状況に適した養殖モデルの確立 

パイロット農家による実証試験のモニタリングを継続するとともに、実証データを分析

し、プロジェクト終了時までにそれぞれの地域に見合った養殖技術と手法のモデルを確立

すること。また、併せて異なった養殖形態における養殖技術（給餌方法、養殖密度等）の

改善を図ること。 

 

(2) ケーススタディの実施と結果の共有 

  上述した「地域に適した養殖モデルの確立」の実証とは別に、小規模養殖の促進のため

の成功・失敗事例に係るケーススタディを実施し、貢献・阻害要因を抽出すること。また、

調査の結果は農民をはじめ、関係者に広く共有を図ること。 

 

(3) 稲田養殖の促進 

  ミャンマーにおいては、水田を養殖池に自由に転換することが認められていない。その

ような状況の下、プロジェクトが CARTC において実施した稲田養殖の実証試験では、コ

メの収量増加にも貢献することが判明した。CARTC での実証試験の継続、ラパタンタウン

シップにおける 77 農家による稲田養殖の成果を分析し、他の地域へも展開可能かどうか検

討すること。 

 

(4) 小規模養殖普及におけるコミュニティリーダーの役割 

バゴー管区では、種苗販売による経済的インセンティブを通じて、種苗生産農家である

中核農家から一般養殖農家への技術指導が行われることが十分考えられる。プロジェクト

はそれら中核農家に対してより一層の技術的支援を行い、中核農家から一般養殖農家への

普及（農民間普及）の道筋をつけること。 

他方、イラワジ管区並びにカレン州においては、中核農家が水産局のステーションから

受精卵を受け取り種苗生産していること、種苗を購入する農家が限られていることから、

プロジェクト期間内に、中核農家の種苗生産が収益性のある事業となり得るのか危惧され

る。中核農家の経済的インセンティブは限られるが、中核農家が村落内のリーダー的役割

を担い、村落開発の背景の下で小規模養殖普及を推進することが可能かどうかを検討する

こと。 
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３－５ 教 訓 

(1) MAS との連携 

2010 年 12 月に実施された稲田養殖に係る水産局と MAS の共同研究の結果、農業普及用

のハンドブックに稲田養殖の貢献の説明が加わることになった。この事例から、関係政府

機関との連携は、単に効率性を高めるだけではなく、プロジェクトのインパクトを醸成す

るうえでも、時に重要な要因となり得ることが示された。 

 

(2) 実証試験の重要性 

現在プロジェクト活動は 21 カ所の村区で実施されている。活動を通じ、土地利用制限に

伴う養殖開発の制約、モンスーン時期の洪水や乾期の干上がりによる養魚の難しさ、地域

的な低魚価、新規事業に対する労働力投入への農家の慎重な姿勢など、小規模養殖を実施

するうえでの課題が具体的に判明した。現在進めている実証試験の成果を活用して、これ

らの自然・経済条件にも反映した養殖経営の技術パッケージの開発も可能になろう。この

ような地域の状況に合わせた技術パッケージが開発・活用されれば、小規模養殖の更なる

地域展開も期待される。 
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第１章 評価調査の概要 
 

１－１ 調査の目的 

(1) これまでの実績、実施プロセスの情報をベースに、基本的には妥当性と効率性を、貢献・

阻害要因とともに重点的に評価するとともに、それらの貢献・阻害要因の分析を行う。 

(2) 有効性の程度やインパクトの発現は、アウトプットの実績や活動状況に基づき今後の動向、

実現可能性を検証し、持続性はその見込みについて検討する。特に、残り半分の協力期間で

プロジェクト目標を達成できる見込みがあるかについて、有効性を十分に検討する。 

(3) プロジェクト目標達成のためにアウトプットや活動の追加・修正を行う必要はないか、投

入のタイミングや質は十分か、等を再検証し、具体的な改善策を提言する。 

(4) 評価報告書を作成し、合同調整委員会（JCC）で発表し、評価報告書を添付した協議議事

録（M/M）を署名・交換する。 

 

１－２ 調査団構成 

担 当 氏 名 所 属 

団長/総括 千頭 聡 JICA 国際協力専門員 

養殖普及 原田 和典 水産庁資源管理部国際課海外漁業協力室

課長補佐 

協力企画 日高 弘 JICA 農村開発部水田一課 

評価分析 寺尾 豊光 水産エンジニアリング（株） 

 

１－３ 調査日程 

2011 年 1 月 30 日（日）～2 月 18 日（金） 20 日間〔官団員は 2 月 7 日（月）発〕 

日順 月日 曜日 行 程 調査地 

1 1/30 日 【評価分析】成田 バンコク ヤンゴン ヤンゴン 

2 1/31 月 JICA 事務所打合せ、水産局打合せ ヤンゴン 

3 2/1 火 プロジェクト関係者ヒアリング ヤンゴン 

4 2/2 水 プロジェクト関係者ヒアリング ヤンゴン 

5 2/3 木 現地調査（バゴー管区等） 現地 

6 2/4 金 現地調査（バゴー管区等） 現地 

7 2/5 土 評価報告書作成 現地 

8 2/6 日 評価報告書作成 ヤンゴン 

9 2/7 月 
【官団員】成田 バンコク ヤンゴン 

【評価分析】現地調査 
ヤンゴン 

10 2/8 火 
水産局/日本大使館表敬、JICA 事務所/プロジェ

クト専門家打合せ 
ヤンゴン 
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11 2/9 水 現地調査（カレン州等） 現地 

12 2/10 木 現地調査（カレン州等） 現地 

13 2/11 金 現地調査（カレン州等） 現地 

14 2/12 土 現地調査/評価報告書作成 現地/ヤンゴン 

15 2/13 日 評価報告書作成 ヤンゴン 

16 2/14 月 評価報告書作成/水産局協議 現地/ヤンゴン 

17 2/15 火 合同評価委員会（M/M 協議） 現地/ヤンゴン 

18 2/16 水 M/M 署名、JCC 現地/ヤンゴン 

19 2/17 木 
日本大使館、JICA 事務所報告 

ヤンゴン バンコク 
機内 

20 2/18 金 バンコク 成田   
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第２章 プロジェクト概要 
 

２－１ プロジェクトの背景 

ミャンマー連邦（以下、ミャンマー）における水産物（主に淡水魚）の国民１人当たりの消費

量は、年間平均 44kg（2007～2008、水産局：DoF）であり、動物性たんぱく質摂取量の 70％以上

を水産物に依存している。水産物は地域住民にとって極めて貴重なたんぱく源であるが、近年、

重要漁獲魚種の小型化といった資源減少の兆候が確認されており、都市化による生息環境の悪化

や乱獲による影響が懸念される一方、人口増加に伴う水産物への需要は拡大している。 

かかる状況への対応策として、ミャンマー政府の漁業政策上においても小規模養殖の振興・普

及は急務とされており、地域貧困層の栄養改善及び所得向上にも有効な一手段として、その推進

が緊急の課題として位置づけられている。 

このような背景の下、2005 年から 2008 年に「漁業政策アドバイザー（個別専門家）」が水産局

へ派遣され、水田や用水池を活用した住民参加型の小規模養殖普及活動を試験的に実施し、一定

の方向性を示した。 

本プロジェクトは、上記アドバイザーの活動を受け、各地に存在する池や稲田を活用した小規

模養殖手法の明確化と、農民自身が普及を担っていくシステム（農民間普及アプローチ）を水産

局の指導支援の下に構築することを目的とした技術協力プロジェクト実施要請に基づくものであ

る。 

2009 年 3 月の討議議事録（R/D）署名を経て、同年 6 月に 3 年間の予定で本プロジェクトは開

始された。その後、同年 8 月にはプロジェクト対象地域の社会経済調査（ベースライン調査）を

実施、同年 11 月には第 1 回 JCC ミーティングが開催され、プロジェクト・デザイン・マトリッ

クス（PDM）及び活動計画（PO）等の重要事項について合意がなされ、現在に至っている。 

 

２－２ 協力内容 

(1) 上位目標：イラワジ、バゴー管区及びカレン州 3 地域において住民の動物性たんぱく質摂

取量の向上及び農家の生計向上をめざした小規模養殖が広く実施される。 

 

(2) プロジェクト目標：イラワジ、バゴー管区及びカレン州 3 地域におけるプロジェクト対象

5 市町区で小規模養殖を実施している農家戸数が増加する。 

 

(3) 成 果 

成果 1：対象市町区の農民が小規模養殖を開始するために必要な制度的、技術的な事項が明

確になり、マニュアルにまとめられる。 

成果 2：対象市町区の農民への小規模養殖普及にかかわる支援体制が強化される。 

成果 3：対象市町区での農民間普及活動の中心となるパイロット農家及び中核農家が選定さ

れ、農民間普及が開始される。 
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第３章 評価方法 
 

３－１ データ収集方法  

本評価調査におけるデータの収集方法は以下のとおりである。 

(1) 資料レビュー 

プロジェクト作成資料、報告書（短期専門家業務完了報告書、事業進捗報告書）、広報資料、

プロジェクトの関連データ、ミャンマー政府関連書類等を入手･分析して関連情報を収集した。 

(2) インタビュー 

長期専門家、カウンターパート（C/P）、関連機関（ミャンマー農業サービス公社：MAS）

等の関係者にインタビューを行い、関連情報を収集した。 

(3) 質問票送付 

C/P、関連者に質問票を送付し、プロジェクト目標の達成度、現状の問題点等を中心に情報

を収集した。 

 

３－２ 中間レビューの方法 

本調査は、事前に C/P 及び関係者に対して質問票を配布し、長期専門家には、事前に実績、自

己評価等を取りまとめた事前資料の作成を依頼した。プロジェクトチームが作成した事前資料（各

活動及び投入実績の取りまとめ、PDM における達成度、実施プロセス等のプロジェクト関連書類）、

及び質問票への回答を基に現地にてプロジェクト専門家及び C/P その他関係機関へのインタビュ

ー、現地視察を実施した。 

調査団は資料レビュー及び現地調査で得られた情報を分析し、プロジェクト・サイクル・マネ

ジメント（PCM）の評価手法にのっとってプロジェクトの実績確認（成果、プロジェクト目標等）

を行い、評価 5 項目（「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「持続性」）の観点から評価を

行った。最後に、評価結果の分析結果から提言・教訓の抽出を行った。 

評価 5 項目の視点の詳細は下表のとおりである。 

 

表１ 評価 5 項目の視点 

項 目 視 点 

妥当性 

評価時点においても、プロジェクト目標、上位目標が妥当であるか

どうかを、ミャンマー政府の政策、受益者（農家、住民）のニーズ、

日本の援助政策との整合性の観点から検討 

有効性 
プロジェクトの「成果」の達成の度合い、及びそれが「プロジェク

ト目標」の達成度にどの程度結びついているか 

効率性 
プロジェクトの「投入」から生み出される「成果」の程度が、タイ

ミング、質、量等の観点から妥当であったかどうか 

インパクト 
プロジェクトが実施されたことにより生じる波及効果のプラス・マ

イナスの効果（当初予定されていない効果も含む。） 

持続性 

協力終了後、プロジェクトによってもたらされた成果や開発効果が

持続されるか、あるいは拡大されていく可能性があるかどうかを予

想するための、組織的側面、財政的側面、技術的側面からの実施機

関の自立発展性の見込み 
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第４章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 

４－１ 投入の状況 

４－１－１ 日本側 

 長期及び短期専門家の派遣：延べ 5 人（詳細は付属資料１. Annex Ⅱを参照） 

 本邦研修への C/P 受入れ：計 12 人（付属資料１. Annex Ⅲ） 

 機材供与：バイク及びトラクター（付属資料１. Annex Ⅳ） 

 在外事業強化費：1,471 万 2,000 円（2010 年度予算を含む。付属資料１. Annex Ⅴ） 

 

４－１－２ ミャンマー側 

 C/P の配置：管理職員 3 人及び技術職員 3 人（付属資料１. Annex Ⅵ）。技術職員 3 人は

ヤンゴンのプロジェクト事務所に常勤配置。ほかに水産局職員 2 人が事務職として、ま

た水産局地方事務所職員の 6 人が配属された。 

 プロジェクト事務所：2010 年 10 月の水産局の引っ越しに伴い現位置に移動。3 事務室、

会議室、倉庫、駐車場及び付帯の電気機械設備が供与されている。 

 プロジェクト運営経費：プロジェクト事務所の光熱水費、固定電話の料金、建築設備の

保守維持費、水産局水産センターの車両・設備の提供、地方事務所職員の旅費負担など。 

 

４－２ 活動の実施状況 

調査時点までに実施されたプロジェクト活動の主な内容は以下のように要約される。 

 

表２ 活動の実施状況 

計 画 活動の実施状況 

成果 1：対象タウンシップの農民が小規模養殖を開始するために必要な制度的、技術的な事項

が明確になり、マニュアルにまとめられる。 

活動 1-1. 小規模養殖開

始に必要な条件と手続

きを明らかにする。 

2009 年 8 月、プロジェクト対象地域の 5 タウンシップで社会・経済

状況（ベースライン）調査が実施された。調査結果はプロジェクト

PDM 第 2 版の指標設定に反映された。対象地域での養殖業の実態、

水産センター（公共ふ化場）の活動状況に対し一連の現地調査が実

施された。調査データを蓄積した。農家が養殖を開始するのに必要

な制度的根拠や実際の手続き方法について、複数の機関（水産局、

農業灌漑局、土地管理局等）を対象に聴取が行われ、結果はマニュ

アル（活動 3-1）に反映された。 

活動 1-2. 対象 3 地域に

適合した小規模養殖技

術を明らかにする。 

(1) 養殖実証試験 

水産局との調整を経て養殖実証試験の実施計画を作成。実証試

験は、対象サイトで選定された農家を対象に、養殖の方法（池中、

稲田、生簀）、魚種、放養密度、投餌方法、育成期間などについて、

適切な養殖技術の実証を行うことを目的としている。第 1 年次（稚

魚放養時期を 2009 年夏期とするもの）の試験は 31 戸のパイロッ
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ト農家（個人農家のほかに村落共同体を含む）を対象に実施。中

間評価時点では第 2 年次試験（稚魚放養時期を 2010 年夏期とする

もの）を実施中。 

 

(2)  中核農家による種苗生産 

1 年目に養殖実証試験を行ったパイロット農家から、中核農家

（種苗生産農家）が選定された。選定基準が設けられ、対象 5 タ

ウンシップのうち、Pyay、Letpandan、Yeakyi 及び Paan タウンシ

ップから各 1 名が選定された。2 年目に中核農家は種苗生産・中

間育成の実地研修（座学と実習）を受講した。4 戸の中核農家は

ともに自らの施設を使用して、種苗生産あるいは中間育成を実施

するに至っている。 

活動 1-3. 水産局職員と

農家のための小規模養

殖普及マニュアルを作

る。 

現地調査の結果に基づいて、既存マニュアル（前個別専門家及び水

産局作成）が整理・統合された。改訂に際しては内容が再検証され

たうえで、養殖着業に必要な法規・制度面の情報も追加された。結

果として、評価時点までに次のように改訂版が 3 種類、新版が 1 種

類作成されている。各マニュアルは挿絵を多数用いて一般の農民に

理解しやすい内容になっており、研修、ワークショップ等で参加者

に配布されている。 

 

1)  General Knowledge of Fish culture（改訂） 

2)  Procedure of Site Selection, Pond Construction, Pond Preparation and 

Pond Management for Fish Culture（改訂） 

3)  Knowledge of Bookkeeping and legal procedure of Fish Pond 

Construction and Culture License for Farmers（改訂） 

4)  Small-scale hatchery and seed production（新刊） 

成果 2： 対象タウンシップの農民への小規模養殖普及にかかわる支援体制が強化される。 

活動 2-1. 農家及び、水産

局職員のための研修を

実施する。 

(1) 一般養殖研修 

事前に検討された研修実施計画書及び研修シラバスに従って、

各年次の最初にパイロット農家を対象とする一般養殖研修が実施

された。研修コースでは、小規模養殖の基本と実践知識が教えら

れ、受講者はパイロット農家として、各サイトで実証試験に従事

することが目された。 

 

(2) 水産局職員研修 

2009 年 11 月にヤンゴンにおいて、中央・地方水産局職員 47 人

に対して養殖技術講師養成研修（Trainer's Training）が開催されて

いる。養殖技術全般にかかわる内容のほかに、パイロット農家に

対する定期モニタリングや農家からの相談に対応するための実用
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的な技術やデータ収集についての講義・実習が行われた。第 2 年

次では、関係職員に対する研修として、プロジェクトチームの地

方巡回、モニタリングの機会を利用し、適宜現場での指導（オン

ザジョブ・トレーニング：OJT）が継続実施されている。 

 

(3) パイロット農家の総括研修 

2010 年 3 月、第１年次のパイロット事業の総括として｢レビュ

ー・ワークショップ｣が各対象地域で開催された。参加したパイロ

ット農家は地域の水産局担当職員と共同で“ワーキングシート”を

作成。シートには活動概要、メンバー紹介（コミュニティによる

養殖の場合）、活動目的、池の管理計画、活動収支表、将来計画が

取りまとめられ全体会で発表された。加えて、活動を通して得た

さまざまな経験（失敗例や成功事例）が披露され、参加者の間で

共有されて次シーズンの活動にフィードバックされた。 

 

(4) 中核農家に対する種苗生産・養殖技術研修 

第 2 年次の初め（2010 年 3 月）ころから、パイロット農家のな

かから選定された中核農家を対象に、種苗生産と中間育成の実地

研修が実施された。種苗生産シーズン（6～7 月）に各タウンシッ

プに隣接する水産局のステーションに中核農家が赴くか、中核農

家の池にステーションの技術スタッフを派遣する形で実施され

た。 

活動 2-2. 対象タウンシ

ップで水産局が農家へ

の支援体制を構築する。

プロジェクトに参加する農家・コミュニティへの支援及び実証試験

の追跡のためモニタリングが計画され、担当の水産局職員とともに

養殖農家・中核農家に対し巡回指導と定期モニタリングが実施され

ている。農家には、給餌量や施肥の量やタイミングの目安を記載し

た表に加えて、池や魚の様子など日々の活動で気づいたことを記載

してもらう情報記載シートが配布されている。記載情報の確認やイ

ンタビューにより、プロジェクト側との情報の共有が図られている。

 

2 年目からは、各対象地域の水産局職員は 1 年目の経験から定期モ

ニタリングを単独で行うようにしており、その際にモニタリング結

果をプロジェクト事務所に連絡（FAX 送信）するようになっている。

活動 2-3. 農民から農民

への普及手法を構築す

る。 

養殖普及研修のガイドライン（第１版）が作成されており、これに

沿って、プロジェクトでは、中核農家が地域水産局と連携しながら、

新規に養殖に参入を希望する農民の募集、研修実施ができるよう側

面支援に着手した。 
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成果 3：対象タウンシップでの農民間普及活動の中心となるパイロット農家及び中核農家が選

定され、農民間普及が開始される。 

活動 3-1. 農家のなかか

らパイロット農家を選

定し、養殖と普及に必要

な資機材を投入する。 

パイロット農家を選定するに際して、まずその居住する村区が選定

された（評価時点で 21 カ所。巻頭図を参照）。その手順は次のとお

り。 

 

(1) 対象タウンシップの各村区の長を対象に、地方水産局・プロジ

ェクト合同でオリエンテーションが開催され、実証試験に関心

を有する村区のリストを作成 

(2) 適地条件から養殖の可能性がレビューされ、候補リストの最終

案を作成 

 

パイロット農家の選定基準は自然条件、経済条件、養殖に対する意

欲、周辺農家及び地方水産局との良好な関係等の見地から作成され

た。プロジェクト期間中養殖実証試験を行うため、プロジェクトと

パイロット農家の責任や役割、池の運営計画を明記した合意文書

（Management Plan）が用意され、年次の当初に署名された。そのう

えで、状況に応じて、池の修繕費用の補助、種苗、飼料等の支給が

行われた。 

活動 3-2．パイロット農

家のなかから中核農家

を選定し、種苗生産と普

及に必要な資機材を投

入する。 

中核農家選定基準と選定運営計画を明記した合意文書が準備され

た。第 1 年次で実証試験を実施したパイロット農家から 4 人が選定

され、2 年次の当初に署名された。その後、施設建設（小規模種苗

生産施設）、種苗生産・中間育成に必要な資機材等が投入された。 

 

活動 3-3. パイロット農

家及び中核農家が、水産

局の指導と支援の下で

小規模養殖を実践し、

「農民から農民への普

及手法」による普及を行

う。 

マニュアル、リーフレット、ポスター等の研修・普及用の教材が作

成され、中核農家やパイロット農家に配布された。「農民から農民へ

の普及手法」による普及（FTF）を促進するために、これらの教材

を中核農家に供与するとともに、関心のある農家を探し、その近在

で研修の準備・実施するようプロジェクトによる促進が行われた。

 

実際、2 年目のシーズンに新たに選定された 36 の農家は中核農家に

より、リクルートされたものといわれる。特に Pyay と Letpandan タ

ウンシップの中核農家は、講師として研修を実施できる技術レベル

に達している。また、自身の施設で生産した種苗を近在の農家や民

間養魚場に売り出すようにもなっている。 
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４－３ プロジェクトの達成状況 

４－３－１ 上位目標 

上位目標 イラワジ、バゴー管区及びカレン州 3 地域において住民の動物性た

んぱく質摂取量の向上及び農家の生計向上をめざした小規模養殖が

広く実施される。 
達成指標 - 対象 3地域において小規模養殖を実施している農家戸数が 300戸

以上になる。 
- 対象 3地域 5タウンシップに隣接する地区で小規模養殖が実施さ

れるようになる。 

 

本プロジェクトの実施を通じて、地方村落の経済、自然条件及び社会条件といった地域条件

に適応する小規模養殖が特定され、また対象地域では相当数の農家やコミュニティ組織にその

普及が促進されることとなる。本プロジェクトが開発を進めている小規模養殖は低投入の養魚

であることが特徴である。そのため農家は、中核農家の技術支援により養殖の実践を継続して

行うことができる。中核農家の技術支援には、水産局の技術情報の普及を含むことも可能であ

る。中核農家は種苗供給者としても機能する。地方村落に種苗を供給することは中核農家の重

要な役割になる。このような農家間普及の実施が確実に行われることにより、小規模養殖の普

及は、対象のタウンシップの内外において一層進むと考えられる。 

 

４－３－２ プロジェクト目標 

プロジェクト目標 イラワジ、バゴー管区及びカレン州 3 地域におけるプロジェクト対

象 5 タウンシップで小規模養殖を実施している農家戸数が増加する。

達成指標 対象 5 タウンシップにおいて小規模養殖を実施している農家戸数が

100 戸以上になる。 

 

2011 年 2 月現在、PDM に示されたすべてのプロジェクト活動は計画されたところに沿って

実施されている。これまでの活動の進捗は以下のように要約できる。 

 

(1) 対象 5 タウンシップの農民が小規模養殖を開始するために必要な制度的、技術的な事項

を明確にしたテキスト、マニュアル類が整備されつつある。 

(2) 評価時点では、対象 5 タウンシップの養魚実施の条件を明らかにするため、1 年次に引

き続き、選定農家 64 戸により 2 年次の実証試験が進行中であった。これまでの状況から

推して、魚体成長の度合いなど改善の方向にあると考えられている。プロジェクトでは 2

年次の改善は 1 年次の試験結果に基づく対処策の適用によるものと考えている。対処方法

には①種苗供給と輸送方法の改善、②種苗の大型化とサイズの統一、③投餌技術及び方法

の改善が含まれた。 

(3) 水産局地方事務所を主体にした普及・モニタリング活動に関しても、関係職員はモニタ

リングの研修を受け、また 1 年目の結果を基にした対策（改善策）が講じられ、2 年目に

は地方職員単独による定期巡回指導・モニタリングが実施されるようになった。その結果、

評価時点ではプロジェクト事務所へのモニタリング報告が定期的に実施されるに至って

いる。  
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(4) 農民間普及の要となる中核農家の育成では、2 年目に入り、種苗生産/中間育成を自ら行

い、近隣農家への種苗配布を担うことができる中核農家が特に Pyay 及び Letpandan タウン

シップにおいて育ってきている。加えて、これらの中核農家は地域水産局と連携し、近隣

農家への普及活動を行う体制を構築しつつある。 

(5) 2011 年 2 月中旬現在、本プロジェクトの活動を通じて新たに小規模養殖を始めた農家あ

るいはコミュニティ組織は既に 64 に達している。加えて、2011 年夏期稲作の開始に伴い

Letpandan タウンシップでは 77 戸の農家が稲田養殖に着手している。このような状況から、

プロジェクト目標の指標が満たされる見込みは高い。 

 

以上のように、これまでに達成された活動の進捗に基づくと、プロジェクト目標は終了時点

までに達成されると判断できる。 

 

４－３－３ 成 果 

以下の説明のとおり、指標とともに関連情報に従って成果の達成状況を検討した。現段階に

至るまでの達成の状況を考慮すると、プロジェクト終了時までには、成果の達成指標はすべて

満たされる見込みである。 

 

成果 1 対象タウンシップの農民が小規模養殖を開始するために必要な制度

的、技術的な事項が明確になり、マニュアルにまとめられる。 
達成指標 1-1： - 研修用テキスト、マニュアル類が 10 種類以上作成される。 
達成指標 1-2： - 対象地域で持続可能な小規模養殖技術が 2 つ以上実証される。 

 

達成指標 1-1： 

前半期間中に養殖を開始するための技術・制度面や、農村の社会調査を通し情報が収集され、

それらを基にマニュアル 4 種類等が用意された。これには既存マニュアル類の改訂作業が含ま

れる。終了時までに、普及事業のために、冊子類、リーフレット、フィールド手帳等の作成が

予定されている。 

 

達成指標 1-2： 

池中養殖、稲田養殖、生簀養殖と、3 種類の養殖技術について、選定農家・コミュニティに

よる現場での養殖試験が実施され、実証データの積み上げが行われている。１年次の実証試験

結果に基づいて、技術、収支、プロジェクト管理の改善を図り、そのなかで 3 種類の養殖方法

の適正技術を特定するための実証試験が継続されている。 

 

成果 2 対象タウンシップの農民への小規模養殖普及にかかわる支援体制が

強化される。 
達成指標 2-1： - 対象 5 タウンシップにおいて DoF の地方事務所による巡回指導・

モニタリングが毎月定期的に実施されている。 
達成指標 2-2： - Farmer-to-Farmer（FTF）研修のガイドライン/プログラムが作成さ

れる。 
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達成指標 2-1： 

対象 5 タウンシップ水産局職員等の研修が実施された。職員が農家に対して、適切なアドバ

イスとモニタリング活動をするうえで必要な知識･技術（簡易モニタリング方法、記録方法の

定型・マニュアル化、農家指導のポイント等）の向上が図られた。現段階のところ、2 年次で

は、地方水産局職員が中心となりモニタリングを実施する体制が構築されつつあるといわれる。 

 

達成指標 2-2： 

2010 年 8 月に養殖普及研修のガイドライン（第１版）が作成された。2 年次のシーズンに入

り、特に Pyay 及び Letpandan タウンシップの中核農家は、プロジェクトの支援を受け水産局と

連携しつつ、新規農家の募集、農家研修の調整・実施、一部種苗の生産・配布を行うようにな

った。プロジェクトでは、このような試行活動から得られる情報・経験を蓄積し、第１版の普

及ガイドラインを基に、より農家に分かりやすく、対象地域に即した内容での FTF 普及モデル

を最終的に取りまとめる予定である。 

 

成果 3 対象タウンシップでの農民間普及活動の中心となるパイロット農家

及び中核農家が選定され、農民間普及が開始される。 
達成指標 3-1： - 一般農家に対する養殖研修を実施できるコアファーマーが 4 軒以

上育成される。 
達成指標 3-2： - コアファーマーを中心とした養殖普及研修が延べ 15 回以上実施

される。 

 

達成指標 3-1： 

2 年次に入る前に中核農家の選定基準と種苗生産や FTF に係る中核農家の責任を明記した合

意文書案が作成された。2 年次の当初段階で、合意文書が署名され、Pyay、Letpandan、Yeakyi

及び Paan の各タウンシップにおいて、4 戸の中核農家が誕生した。普及に係る中核農家の能力

は達成指標 3-2 に示す。 

 

達成指標 3-2： 

パイロット農家及び支援農家のために 2010 年 6 月 18 日及び 20 日に実施された養殖一般研

修（次表参照）には、中核農家による講義が含まれていたことから、これら 2 件の研修は FTF

の一環として位置づけられた。プロジェクトでは、中核農家による普及事業への貢献を実現さ

せるために、2 年次中及び事後に開催予定のワークショップや養殖研修等は地方水産局と中核

農家が協同して実施するように促進している。 

 

実施時期 研修コース 概略内容 場 所 受講者 受講者数

2010 年 
6 月 18 日 

一般養殖研修 
養殖着業に必要な基
本技術（帳簿記帳を含
む） 

Pyay パイロット
農家、支援
農家 

36 人 
Bago 

2010 年 
6 月 20 日 

一般養殖研修 同上 
Letpandan パイロット

農家、支援
農家 

45 人 
Bago 

出典：プロジェクト、2011 年 2 月 
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４－４ 実施プロセス 

４－４－１ 主な経緯 

2009 年 3 月の R/D 署名を経て本プロジェクトが始動し、同年 8 月にはプロジェクト対象地域

の社会経済調査（ベースライン調査）が実施された。この調査の結果を受けて、達成指標が改

定され、PDM は第 2 版に変更された。同年 11 月に開催された第 1 回 JCC 会議において、PDM

第 2 版及び PO の改訂について合意がなされ、現在に至っている。 

 

４－４－２ 実施プロセス 

(1) 業務上の意思疎通 

プロジェクト開始以来、3 人の常勤 C/P と専門家はプロジェクト事務所を共有し、一貫

して共同作業を行っている。このような業務環境もあって、両者の意思疎通は滞りのない

ものとなっており、連絡不足等の支障は生じていない。 

 

(2) 中央農業研究研修センター（CARTC）との共同研究 

第 2 年次中の 2010 年 5 月から 12 月までの期間に、水産局と MAS（Myanma Agriculture 

Service）の共同研究として、稲田養殖に係る実証試験が CARTC（Central Agriculture Research 

and Training Center）により行われた。この研究は本プロジェクトの提案によるもので、関

係 2 省による再確認のため、稲田養殖の有効性を実証することを目的としていた。この研

究により、稲田養殖は、稲作の収量を減じることなく、低コストと簡易な技術だけで魚類

という副産物を生産し得ることが明らかにされた。その結果、CARTC では農業普及員用の

ハンドブックに稲田養殖の効果に係る記述を含めることを計画している。 

 

(3) 夏期の広域稲田養殖 

Letpandan タウンシップの 3 村区において、多数の農家が稲田養魚への関心を強く示した

ことから、その実施を図るために、2010 年 7 月に本プロジェクトにより関連政府当局に対

する技術・財務に係る実施提案書が準備された。その後、提案に基づき 2011 年の夏期稲作

に向けて広域稲田養殖の準備が開始され、3 村区 77 戸の農家が計 134 エーカーの灌漑水田

で養殖を実施することとなった。2011 年 2 月に計 7 万尾の種苗が放養される予定となって

いる。この夏期稲田養殖は、個別農家の収支などこれまでの実証試験の一部を成すもので

あるが、加えて、灌漑施設のある地域に対して小規模養殖の普及を実現させるうえで、実

施可能かつ有効なアプローチを示す実例としてみることもできる。すなわち、政府に大き

な負担をかけることなく、複数の村区にまたがる広域に所在する多数の農家に対して一挙

に普及を進めることを可能とするアプローチの実証が行われつつあるともいえる。 
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第５章 評価の結果 
 

５－１ 妥当性 

以下の理由により本プロジェクトの妥当性は高いと考えられる。 

 

(1) ミャンマー政府の関連政策 

2001 年に作成された「漁業開発 30 年計画」及び他の水産セクター関連政策の実施を通じ

て、水産局は海面及び内水面漁業の開発と管理を行ってきた。人口の大半が生計を維持して

いる内陸では、水産局は全国 24 ないし 25 カ所にある水産ステーションで、淡水魚増殖のた

めに何百万もの種苗を生産し、貯水池や河川に放流している。そのような施策の一環として、

水産局は、村落の生計向上と天然資源維持のために小規模淡水養殖の開発を計画している。 

しかしながら、水産局地方事務所に一般にみられる普及要員の不足のため、養殖の普及活動

は十分に取り組まれていない状況にある。種子生産を含む低コストの小規模養殖技術の特定

と政府に過度に依存しない農民間普及の開発を目的としていることから、本プロジェクトは

内水面水産セクターに係る水産局の政策実現に貢献する内容をもつ。 

 

(2) 対象グループのニーズ 

ミャンマーでは、地方及び都市部のいずれでも、魚類は主要な動物性たんぱく源となって

いる。特にカレン州あるいはバゴー管区のような魚価の高いところでは、養殖業は副収入と

なり、また魚類購入のための家計費を低減することに貢献できる。また本プロジェクトは着

業資金や運営経費の面で農家や村落コミュニティによる実施が可能な低コストの小規模養殖

の方法を提示することを目的にしている。したがって、本プロジェクトは以上の対象グルー

プのニーズを満たすことができる。 

 

(3) わが国の対ミャンマー経済協力方針との関連 

本プロジェクトはわが国の対ミャンマー経済協力方針に合致している。 

 

５－２ 有効性 

以下の理由により本プロジェクトの有効性は高いと見込まれる。 

 

(1) プロジェクト目標達成の見込み 

本プロジェクトは、小規模養殖を普及することで、農家収入が増え、またより多くの動物

性たんぱく質が村落に供給されることをめざしている。低コストの養魚の方法として、小規

模池中養殖や稲田養殖等が選定され、その実証試験がパイロット農家により行われている。

また、本プロジェクトは政府に多く依存することなく養殖技術が広く普及するように、農民

間普及のアプローチを取っている。養殖普及をめざしたこれらの活動はこれまで順調に進捗

しており、終了時までにプロジェクト目標は達成されると判断できる。 

 

(2) プロジェクト目標と成果の関係 

いずれの成果も達成される見込みである。これらの成果はプロジェクト目標の達成につな
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がる内容をもつ。すなわち、成果 1 では実証された養殖技術パッケージが提示され、成果 2

では関係者の訓練が行われ、また成果 3 では農民間普及の方法が開発される。このようにい

ずれの成果もプロジェクト目標を達成するうえで欠かせない。 

 

５－３ 効率性 

これまでのところ、本プロジェクトの効率性は高く推移している。理由を以下に挙げる。 

 

(1) 成果の達成状況 

本調査では、成果の達成状況は、主に PDM に示される指標と関連情報によって評価した。

これまでの活動の進捗状況をみると、終了時までには全指標が満たされると考えられる。 

 

(2) 投入の状況 

ミャンマー政府及び JICA の投入によりなされた専門家派遣、C/P 要員の配置、プロジェク

ト事務所の供与等は、予定どおり実施されている。プロジェクト活動の実施のために投入さ

れた経費と機材も十分であったと見受けられる。低投入養殖の実現のため現場経費が最小限

に抑えられたこと、常勤の C/P 3 名や事務スタッフ 2 名の配置等の水産局の投入があったこ

と、また水産局地方事務所でも必要な要員を配置しその旅費負担がなされたこと等があり、

本プロジェクトの運営経費は低めになっていることに留意したい。 

 

５－４ インパクト 

以下の理由により本プロジェクトのインパクトは中程度と見込まれる。 

 

(1) 上位目標達成の見込み 

上位目標の達成は、現在の中核農家 4 名とこれをとりまくパイロット農家がいかに収益性

のある養殖モデルを他の村落の農家やコミュニティ組織に示すことができるかによるといえ

る。事実、周辺農家のプロジェクト活動への反応は 2 年次（2010 年）になってより積極的な

ものになったといわれる。特に Bago 管区における 2 タウンシップでは、池を自己負担で掘

削しなければならないにもかかわらず、養殖に着手したいとする意図をもつ農家が増えてい

る。これは、池掘削など本プロジェクトの支援に多くを依存する農家で占められていた第 1

年次（2009 年）から進展した状況を示す。ただし、このような「展示」によるアプローチは

結局のところ受け身のもので、遠方村落の農家の関心を引き付けるのは困難と考えなければ

ならない。したがって中核農家の再生産など、より能動的な普及方法が開発される必要があ

る。そのような方法がより広域で養殖普及を促進することを現実に可能にすると考える。 

 

(2) 波及効果 

2010 年 5 月から 12 月にかけて CARTC で行われた水産局と MAS の共同研究「稲田養殖の

実証研究」は本プロジェクトの波及効果のひとつと考えることができる。CARTC は農業普及

要員のハンドブックに稲田養殖の利点を取り入れることを計画しており、このような農業セ

クターにおける普及活動は、本プロジェクトのインパクトを拡大すると期待できる。 

 



 －15－

５－５ 持続性 

以下の理由により本プロジェクトの持続性は高いと見込まれる。 

 

(1) 政策面 

コメの安定生産と同様に、動物性たんぱく源の相当部分を占める魚類を継続して供給する

ことは、ミャンマーの国家政策の一部を成している。水産局が毎年何百万もの種苗を貯水池

や河川に放流し、また生計レベルの淡水養殖の開発を計画しているのはそのためである。本

プロジェクトは地方村落で普及可能な低投入の小規模養殖の開発を目的としており、関連政

策の実現に貢献できることから、政府の支持は今後も継続すると考えられる。 

 

(2) 組織・財務面 

本プロジェクトでは農民間普及を通した養殖技術の移転が図られる。このアプローチを確

実にするため、中核農家の訓練と村落近在での種苗生産を可能にする施設の供与が行われ、

養魚普及を容易にする方法が取られている。種苗農家と養魚農家のこのネットワークは、政

府に多くを依存しない自立したものになると期待される。また、水産局地方事務所と水産ス

テーションの職員は、種苗農家と養魚農家に技術支援を与えるうえで十分な技術能力をもっ

ている。農民間普及へのその関与や貢献の内容については、プロジェクト活動 2-1 の今後の

実施を通じて計画されていくことになる。 

本プロジェクトによって開発される小規模養殖の技術は低コストであることが特徴のひ

とつである。池の掘削に要する労働力は農家に負担可能な範囲にあり、また米糠、鶏糞等の

営農システムのなかで利用可能な資源を最大限に活用することができる。中核農家は近在の

種苗供給源としても機能する。近場に種苗の供給源があれば、遠方の水産ステーションか買

う場合に比べて、輸送費など調達コストを低減することができるので、村落への種苗供給は

中核農家の基本的な役割であり、小規模養殖を持続させるうえで重要である。 

 

(3) 技術面 

本プロジェクトによって開発される小規模養殖の技術は簡素であることも特徴のひとつ

である。そのため農家は養魚の実践を継続することが可能で、また必要に応じて、中核農家

からの技術サポートを受けることもできる。なお、中核農家による普及には、水産局から送

達される技術情報を含むことも可能である。 

中核農家により実施される種子生産は、高度な技術や多額のコストを必要とせず、村落周

辺の需要に見合う小規模な経営を意図している。しかしながら、現状では、Paan 及び Yeakyi

タウンシップの中核農家 2 名は、種苗を生産・販売した経験をまだもたず、Pyay 及び Letpandan

タウンシップの中核農家 2 名ほどには経験を積んでいないことに留意したい。この相違は、

年を通じてモンスーン時期（6 月～9 月）にだけふ化が可能なこと、前者は第 2 年次のモンス

ーン後に着業したのに対し、後者はその前に種苗生産の開始が可能であったことに由来する。

このような次第ではあるが、Paan 及び Yeakyi タウンシップの中核農家 2 名による種子生産の

今後の展開は本プロジェクトの技術的な持続性を確保するうえで重要な条件となる可能性が

ある。 
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第６章 結 論 
 

本プロジェクトは「漁業開発30カ年計画」及び対象グループがもつニーズに対して良い整合性

をもつ。プロジェクトの有効性は確保される見込みにあり、またプロジェクト活動実施に対して

日本側及びミャンマー側双方の投入は適切に行われてきた。プロジェクトには既に正のインパク

トが幾つか見受けられるが、上位目標の達成の程度を評価するには尚早の段階にある。プロジェ

クトの持続性は確保される見込みである。次に掲げる提言を考慮して、プロジェクトの後半期間

を通じ、ミャンマー側 C/P 要員並びに日本側専門家はプロジェクトの円滑な実施に向け努力を継

続することが望まれる。 
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第７章 提言と教訓 
 

今回のプロジェクトの評価結果に基づき、類似案件を計画あるいは実施するに際して、以下の

提言と教訓が挙げられる。 

 

７－１ 提 言 

本プロジェクトの終了時までに実施が必要な事項を以下に挙げる。 

 

(1) 地域の状況に適した養殖モデルの確立 

パイロット農家による実証試験のモニタリングを継続するとともに、実証データを分析し、

プロジェクト終了時までにそれぞれの地域に見合った養殖技術と手法のモデルを確立するこ

と。また、併せて異なった養殖形態における養殖技術（給餌方法、養殖密度等）の改善を図

ること。 

 

(2) ケーススタディの実施と結果の共有 

上述した「地域に適した養殖モデルの確立」の実証とは別に、小規模養殖の促進のための

成功・失敗事例に係るケーススタディを実施し、貢献・阻害要因を抽出すること。また、調

査の結果は農民をはじめ、関係者に広く共有を図ること。 

 

(3) 稲田養殖の促進 

ミャンマーにおいては、水田を養殖池に自由に転換することが認められていない。そのよ

うな状況の下、プロジェクトが CARTC において実施した稲田養殖の実証試験では、コメの

収量増加にも貢献することが判明した。CARTC での実証試験の継続、ラパタンタウンシップ

における 77 農家による稲田養殖の成果を分析し、他の地域へも展開可能かどうか検討するこ

と。 

 

(4) 小規模養殖普及におけるコミュニティリーダーの役割 

バゴー管区では、種苗販売による経済的インセンティブを通じて、種苗生産農家である中

核農家から一般養殖農家への技術指導が行われることが十分考えられる。プロジェクトはそ

れら中核農家に対してより一層の技術的支援を行い、中核農家から一般養殖農家への普及（農

民間普及）の道筋をつけること。 

他方、イラワジ管区並びにカレン州においては、中核農家が水産局のステーションから受

精卵を受け取り種苗生産していること、種苗を購入する農家が限られていることから、プロ

ジェクト期間内に、中核農家の種苗生産が収益性のある事業となり得るのか危惧される。中

核農家の経済的インセンティブは限られるが、中核農家が村落内のリーダー的役割を担い、

村落開発の背景の下で小規模養殖普及を推進することが可能かどうかを検討すること。 

 

７－２ 教 訓 

本プロジェクトの経験から得られた教訓は以下のとおりである。 
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(1) MAS との連携 

2010 年 12 月に実施された稲田養殖に係る水産局と MAS の共同研究の結果、農業普及用の

ハンドブックに稲田養殖の貢献の説明が加わることになった。この事例から、関係政府機関

との連携は、単に効率性を高めるだけではなく、プロジェクトのインパクトを醸成するうえ

でも、時に重要な要因となり得ることが示された。 

 

(2) 実証試験の重要性 

現在プロジェクト活動は21カ所の村区で実施されている。活動を通じ、土地利用制限に伴

う養殖開発の制約、モンスーン時期の洪水や乾期の干上がりによる養魚の難しさ、地域的な

低魚価、新規事業に対する労働力投入への農家の慎重な姿勢など小規模養殖を実施するうえ

での課題が具体的に判明した。現在進めている実証試験の成果を活用して、これらの自然・

経済条件にも反映した養殖経営の技術パッケージの開発も可能になろう。このような地域の

状況に合わせた技術パッケージが開発・活用されると、小規模養殖の更なる地域展開も期待

される。 
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第８章 総 括 
 

８－１ 団長所感 

ミャンマー小規模養殖普及による住民の生計向上プロジェクトは、2009 年 6 月から 3 カ年計画

で実施されてきており、その中間時点を少し過ぎたタイミングで今回の中間レビュー調査が行わ

れた。調査結果の詳細は評価レポートに譲り、本稿においては調査を通じて特に印象に残った点、

今後のプロジェクトの方向性、プロジェクト期間延長要請等について団長所感として以下記述す

る。 

 

ミャンマーにおける淡水養殖は、大規模養殖場による生産がその主流を占めており、他の東南

アジア諸国に見られる1,000㎡未満の池中養殖はいまだ未発達な段階にある。本プロジェクトがめ

ざす小規模養殖普及は、水産局職員のみならず大多数の農家にとっても比較的新しい試みである

といえるが、そのような状況で最初に対処しなければならないことは、養殖になじみのない農家

にとって容易に取り組むことができ、対象地域の自然条件や土地利用政策に合致する養殖技術を

明らかにすることである（成果 1）。また、養殖普及を担う人材の育成と体制づくりも同時に進め

なくてはならない（成果 2）。そして、普及のメカニズムとして「農民から農民への普及」という

アプローチを取り入れ、種苗生産と技術伝播を担う中核農家を育成し農民間普及を実践すること

が求められている（成果 3）。 

 

中間レビューを通じて明らかになったことは、プロジェクトのさまざまな活動、例えば、地域

特性を考慮した「低投入で簡易な技術」に係る実証試験、水産局職員（中央と地方の両方）及び

パイロット農家の能力向上、中核農家の育成に対する支援等が極めて順調に実施されてきている

ことであった。その大きな貢献要因のひとつが、日本側及びミャンマー側双方の良質な人材と良

好な協力関係であることに議論の余地はない。 

 

 しかしながら、プロジェクトの全体像を理解するうえで留意すべきは、プロジェクトの性格が

本格的普及事業を実施する前の段階としての試行的取り組みであるということであろう。それは、

プロジェクト目標の指標である「対象 5 市町区において小規模養殖を実施している農家戸数が 100

戸以上になる。」、あるいは成果 3 に係る指標のひとつ「一般農家に対する養殖研修を実施できる

中核農家が 4 軒以上育成される。」における目標値からも類推できるが、これまでのプロジェクト

活動を振り返ることで、農民から農民への普及アプローチにより小規模養殖普及が一挙に進まな

いであろう事情の一部が明らかになる。すなわち、現行法令は農家が水田を養殖池に転換するこ

とを制限しており、池中養殖農家数の急速な増加は期待できない。また、イラワジで取り組まれ

た生簀養殖も技術面や管理面で克服するべきことが残されており、池中養殖と同様に今のところ

参入農家の増加は期待できない。稲田養殖の普及可能性は明らかになってきているが、第 2 回 JCC

会議で議題となったように、農業省との連携、溝掘り費用負担等の課題がまだ残されている。こ

のように、種苗を必要とする養殖農家の数がすぐには増加しない状況下では、育成する種苗生産

農家の数も急速に増やすことはできない（生産した種苗の売り先が確保できないため）。 
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今後のプロジェクトの活動においては、上述の背景により、普及に重点を置いた地域的拡大路

線は得策ではなく、これまでと同様に特定の地域で新規参入農家を促すための養殖技術の実証を

優先すべきであろう。そのような技術的成果を着実に求めるようなアプローチでは、プロジェク

ト残余期間が 1 年 4 カ月弱という時間的制約のなかで、中核農家が経営面で自立可能なレベルま

で育成され、かつその中核農家を軸とした農民間普及が自立発展的に開始されるのか懸念がない

とはいえない。要は、プロジェクトあるいは水産局からの支援を逓減させるなかで、中核農家へ

の経済的及び社会的インセンティブに基づく自立発展的な農民間普及が可能になるかどうかであ

ろう。このことを実証するには時間が限られているといえる。 

 

このような懸念はミャンマー側も抱いていると思われる。実際、第 2 回 JCC 会議の終了間際に

なってから、プロジェクト残余期間が限られてきていることにかんがみ、これまでのプロジェク

ト成果をより確実なものにするためのプロジェクト期間延長を口頭で申し入れてきた。また、沿

岸部におけるアカメ等の養殖についても日本側に期待する旨の発言が水産局長によりなされた。

これを受け、日本側は、延長要請に係る詳細情報を JICA ミャンマー事務所及び長期専門家から

収集し検討することになろう。この延長要請に関しては、中間レビュー調査結果とプロジェクト

の今後の進め方を検討したうえで、関係者間で十分議論する必要があると思われる。 

 

８－２ 養殖普及所感 

本プロジェクトは実証レベルではあるが、農民間普及（FTF）に向けた体制は着実に構築され

ていると判断される。 

 農家の支援を行う水産局職員は、これまで受けた研修や農家との共同作業により、農家に対し

てアドバイス、モニタリングを行うための知見や技術を身に着けており、着実にそれらを実行し

ている。中核農家は何らかの問題があれば、まずは水産局職員に相談しアドバイスをもらうと述

べており、水産局に対する信頼も厚く、水産局が普及活動を支援し得る能力・体制を構築してい

るといえる。 

 また、農民間普及の要となる中核農家においても、研修やテキストにより基本的な技術は身に

着けており、稲田養殖や池中養殖を実施することに技術的な不安はないと述べている。 

 

 未実施の農家は、養殖について半信半疑であり、まだ様子を見ている状況にある。しかしなが

ら、1 年目の成功例を見た農家は既に関心を示し、2 年目より参加もしくは 3 年目より参加しよう

とする農家も着実に増えており、目標は達成される見込みである。村落によっては、収益の一部

を橋の修理や学校の建設などの村落開発のために使うことを計画しており、プロジェクトによる

支援がなくとも養殖を続けたいというインセンティブが働いている。それゆえ、今後、養殖によ

り収益を出せるかどうかが、自立発展につながる鍵になると考えられる。 

 

 1 年目の実証試験を行った段階では、プロジェクトの支援がなければ収益につながらない、も

しくは支援があっても収益につながらない農家がほとんどであった。 

池中養殖については、支出における餌代の割合が高くなるため、収益を上げるためには、その

コストを軽減することが必要である。農家によっては、餌としてアリやミミズを使ったり、養鶏

を行いその糞を活用したりするなどの工夫が既に行われている。また、通年水を確保できる地域
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では飼育期間を長くしたり、乾期に水がなくなるところは大きめの種苗を投入したりすることに

より、販売単価を高くし収益を上げることも可能である。特に、魚価単価の高い（2,000～3,000

チャット/VISS）カレン州パアン村では、3～4 割の生残率を他の地区と同様の 7～8 割まで高めら

れれば、更なる収益を上げることが可能である。一方、魚価単価の低い（1,300～1,500チャット/ 

VISS）イラワジ管区では大幅なコスト削減が必要であったが、2 年目には鶏糞等を活用するなど

餌代削減の対策が即座に取られており収益につながりつつある。 

 

 また、稲田養殖については、イラワジ管区及びバゴー管区とも１年目の生残率が 3 割程度であ

ったが、１年目の実証試験において既に収益を得ている農家が 8 軒中 5 軒ある。収益を上げるこ

とができなかった農家についても、監視小屋の建設やポンプの購入など初期投資に起因するもの

であることから、本件は少ない投資で確実に収益を上げられる手法と考えられる。今後は、生残

率の改善がひとつの目標になるが、投入する種苗を大きめのものにし他の魚による捕食を防ぐな

ど、既に問題点に対する対策が取られており、2011 年度は生残率が上がることが見込まれる。  

今後、普及をより確実なものとするためには、初年度末に既に実施されたことであるが、引き

続き関係者を集めて実証結果のレビューを行い、成功例や失敗例について分析･情報共有、そして

更なる技術のステップアップを図り、収益の確保に努めることが重要と考える。 

 

  

 



 

 

 

 

 

付 属 資 料 

 

 

１．中間レビュー報告書ミニッツ 

２．面談記録 

３．種苗生産におけるコストについて 

４．合同調整委員会出席者リスト 
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聴取調査記録 

 

日時・場所 2011 年 2 月 2 日、11:00～12:00、ラパタン Ts、CF の種苗施設 

聴取相手 U Win Khaing（イエンカイ氏、中核農家） 

同行者 高橋氏、カウンターパート U Kyaw Moe Aung、通訳 U Thet Pyin 

 

ラパタン・タウンシップ（Ts）Gway taut kwin 村区（VT）に居住。JICA 支援により 2008 年

度に種苗生産を開始。稲田 12 エーカー（200 フィート×200 フィート＝ヘクタール×約 2/5）

を所有・耕作している。 

 

生産種苗の魚種はタピアとロフー。2009 年度の生産量は、サイズ 2”～3”で、タピアが 2 万

尾、ロフー2 万尾。今後の種苗販売先として、私営養殖場 3,000 エーカー余り、SAEP 支援

の小規模池中養殖 9 カ所、同じく SAEP 支援の稲田養魚 134 エーカー（2011 年 2 月初旬夏

期稲田に放養開始）など。注文先には配達したい。アクセス可能距離は 8～10 マイル（1 マ

イル＝1.6km）、交通手段はバイクか TORA-G（中国製トラクターにボディ・荷台を追加し

たもの）。携帯電話による連絡は可能。 

 

種苗生産の問題点。特に問題は生じていない。技術を学ぶ上で、日程の調整など生産工程

を学ぶことが重要であった。SAEP の養殖農家に対する技術指導を既に始めている（注：一

般農家研修に講師として参加）。モニタリング（体長組成などのサンプリング調査を定期実

施）も実施中である。 

 

生産量 4 万尾でも収益は生じる見込み。これは 40 エーカー余りに配布できる量。タピアは

稲田向けでエーカー当たり 500尾、ロフーは池中向けでエーカー当たり 1,500尾を放養する。

周辺農家の養殖への関心は高い。金持ち世帯は別として、中級レベルの農家の関心は高い。 

 

現有施設（ふ化タンク 2 基、取水施設、稚魚養成池など）をフルに使うと、1”～1.5”サイズ

で、タピアなら 15 万尾、ロフーなら 25 万尾は生産可能。親魚のストック。タピア♂300 尾、

♀100 尾。ロフー♂100 尾、♀60 尾。その他に、コモン・カープ、テラピア、グラミー、

Mirigal、Pacu などの天然魚種を採取しストックを集めている。親魚は全部で 1,450 尾を保有。 

 

日時・場所 2011 年 2 月 2 日、12:15～13:00、ラパタン Ts、CF の種苗施設 

聴取相手 U Zaw Min Lwin、ラパタン Ts/DoF 所長 

同行者 高橋氏、カウンターパート U Kyaw Moe Aung、通訳 U Thet Pyin 

 

ラパタン Ts/DoF の職員数は所長を含め正規 4 人（男性 2 名、女性 2 名）、日給ベース（夜間

警備、事務補助など）は 3 人。正規職員の内、男性職員 2 名の所掌に普及事業が含まれる。

Ts/DoF の主な業務は、内水面漁業や私営養殖場の徴税、養殖用漁具の登録、資源保全（違

法漁業の取り締まりなど）。 
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違法漁業の例にバッテリー・ショック漁法（車載用バッテリーを背負い棒状の電極を通じ

て水中に電撃を与える漁獲漁法）がある。違反がある場合は行政当局と連携し説明会を開

き啓発を図る。それでも収まらない場合は法執行に臨む。 

 

この辺では小規模養殖（SA）は少ない。生計のための養殖は 0.25 エーカー以下の規模に分

類され、無税である。これ以上であれば商業規模として課税する。ラパタン Ts では 0.25 エ

ーカー以下の養殖はプロジェクトの 9 カ所だけ。他に現時点では 9 人が稲田養魚。SA に対

する支援。農家が養魚をする場合は DoF 種苗施設（Fishery station、バゴー管区に 4 カ所）

に稚魚の配布を申し込む。今回の稲田養魚の一斉開始（以下に説明）に対しては、DoF か

らエーカー当たり 500 尾を無償提供する。 

 

農家 77 戸が参加する稲田養魚の一斉開始（2011 年 2 月）。2 月 9 日にセレモニーが実施され

る一斉開始は、SAEP の勧めで 2010 年 8 月から準備が開始された。DoF の要請に応じて、

行政当局、農業灌漑省、土地関係の部局（注：測量か）が集まり、会議を行い研修を受講

した。その後 VT の長を招集して会議を行い、農家の募集に着手した。VT 3 カ所から応募

があった。以下は VT 別の実施エーカー（合計 134.73 エーカー）と参加人数。全て灌漑田

である。 

 

Ma Gyi Kwin  47.98 エーカー 25 人 

Thaik War Chaung  63.2 エーカー 37 人 

Gway Tauk Kwin  23.55 エーカー 15 人 

 

一般に田植え後 2 週間程を経てから放養される。これは苗の根付きを待つため。3 カ月後に

取り上げる。この一斉開始は、当初応募戸数に応じて 300 エーカーで始めることも可能で

あったが、検討の結果、現在の規模に落ち着いた（注：稲田・養魚の両方で今期作が成功

すると次期の参加農家はもっと増加することが見込まれる）。 

 

高橋氏：養魚用に稲田の四周に掘る溝の寸法には DoF と農業省の協議（2003 年か 2004 年

頃）の結果定められた規則がある。その寸法では、溝の表面積は稲田の 3％～4％程度にな

る。 

 

日時・場所 2011 年 2 月 2 日、17:15～、ピエイ Ts、池中養殖 

聴取相手 Paut Taw 村の共同体養殖池の管理者など数名 

同行者 高橋氏、カウンターパート U Kyaw Moe Aung、通訳 U Thet Pyin 

 

Paut Taw 村は Kyar Inn 村区に属し、世帯数 85 戸。SAEP の支援を受けて、村として 2009 年

に 1 エーカー×2 面の池中養殖を開始。以前からある池を干して養殖種のみ放養。エーカー

当たり 1,500 尾を放養。投餌は B 方式（米糠主体）。コストは SAEP 負担。村は労働力提供。

2010 年 4 月に初回の取り揚げ。野生テラピアを含め 730 ビス（viss＝1.5kg）の水揚げあり。

村民全てに推定 0.5 ビスを配布。取り揚げ完了までに 6 日間を要した。 
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なお 2010 年度（4 月～翌年 3 月）は一面だけで A 方式（施肥による天然餌料）。ロフー（1,600

尾）等 3 種、2,000 尾を 7 月に放養。取り揚げは 2011 年 4 月以降を予定。 

 

無報酬の管理人 1 人がフルタイムで投餌、給仕記録など養殖管理に当たっている。 

 

日時・場所 2011 年 2 月 2 日、18:00～、ピエイ Ts、池中養殖 

聴取相手 Daw Ah Mar Khin の息子 

同行者 高橋氏、カウンターパート U Kyaw Moe Aung、通訳 U Thet Pyin 

 

Ngar ywar 村区 Htan paut 村（世帯数 49 戸）。父親は昨年他界。就学中とみられる息子が応答。

2 階建て住居の隣、木立に囲まれた池面は約 0.3 エーカー。2010 年 8 月にタピア 600 尾を放

養。2011 年 3 月または 4 月、水が無くなる頃に取り揚げ予定。投餌は A 方式と言うが、時

により米糠の投餌を行っている様子。 

 

水揚げした魚は売却する予定。門戸まで魚を買いに来る。仲買人や市場の小売店など。2009

年も養殖を実施。ピエイ Ts/DoF から種苗を買うこともある。 

 

日時・場所 2011 年 2 月 3 日、08:15～08:45、ピエイ Ts、池中養殖 

聴取相手 U Sue Myat 

同行者 高橋氏、カウンターパート U Kyaw Moe Aung、通訳 U Thet Pyin 

 

Ngar ywar 村区 Htan paut 村。大学在学中の長女が応答。母親は家庭菜園程度の野菜畑を耕作。

稲田なし。既婚の長男夫婦が同居。長男は辛子類の卸会社に勤務。 

 

120 フィート程掘ると湧水あり。0.3 エーカーの池中養殖を実施。2010 年 7 月 14 日にロフ

ー等 600 尾を放養。2011 年 2 月に取り揚げ予定。現在の水深は約 1 フィートと浅いため、

その後池を干して掘り下げることを予定。底質は泥。長女は取り揚げ時の体重見込みを 0.25

ビス/尾程度と推定。 

 

「中核農家」イナナイ氏によるモニタリングの結果 

毎月 4 日頃にサンプリングによる体重測定を実施。U Sue Myat 一家の池に対する最近の結

果は次のとおり。 

 

魚種 最大 最少 

ロフー 345g 325g 

タピア 240g 185g 

カープ 664g 580g 

 

－　－57



 
 

ロフーが最も高い（ビス当たり 1,800～2,000 チャット）。コイが最も安い（ビス当たり 1,300

～１,400 チャット）。1,000 チャット＝約 100 円。自分で消費する人は別として、他に売る

人は、5 ビスほど買って行く。 

 

日時・場所 2011 年 2 月 3 日、08:50～09:10、ピエイ Ts、池中養殖 

聴取相手 Htan paut 村の共同体養殖池の管理者など数名 

同行者 高橋氏、カウンターパート U Kyaw Moe Aung、通訳 U Thet Pyin 

 

Ngar ywar 村区 Htan paut 村。世帯数 49 戸の村共同体による養殖。昨年 0.5 エーカーにタピ

ア、ロフー、コイの 3 種、計 1,000 尾を放養。2011 年 4 月に取り揚げ予定。1 尾当たり 0.35

ビスで計 300 ビス程度の水揚げを見込む。収益は、一部を村の図書館用の本購入に充てる

他は、隣村をつなぐ村道建設（互いの往来の他に、隣村の幹線道路へのアクセスが良くな

る）に使う予定。 

 

「中核農家」イエナイ氏はこの共同体養殖池の管理委員の一人で、委員として養殖の管理

を行っており、3 日に 1 度は見回りに来る。他に夜間警備の担当がいる。投餌は村民の担当

が行っている。この時期は煉瓦焼きの仕事（注：近辺にレンガに適した土がある。堀り起

こした土を手作業により枠で固め日干しにした上で、路傍に方形状に積み重ね、藁などで

覆い囲いして焼く。このように工場施設ではなく零細規模で行っている。土を掘った跡は

窪地になり養殖に転用することが可能）があり、日中は忙しいので、夕刻に投餌している。 

 

日時・場所 2011 年 2 月 3 日、09:15～09:30、ピエイ Ts、池中養殖 

聴取相手 U Than Lwin、農家 

同行者 高橋氏、カウンターパート U Kyaw Moe Aung、通訳 U Thet Pyin 

 

Ngar ywar 村区 Htan paut 村。2010 年 4 月に手掘りで 0.2 エーカーの池を造成。120 フィート

の井戸をこれも手掘りで掘削。微温の地下水が湧水する。手掘りでも井戸は 1 日で掘削で

きるとのこと（注：工費 4 万チャット程度。要確認）。2010 年 7 月 16 日にロフーを中心に

3 種を計 400 尾放養。2011 年 3 月に取り揚げる予定。この池の隣に天水の溜まった窪地があ

り、これも造成して、養殖を行う予定と言う。 

 

日時・場所 2011 年 2 月 3 日、09:45～10:20、ピエイ Ts、池中養殖 

聴取相手 U Ye Naing Oo（イエナイ氏、中核農家） 

同行者 高橋氏、カウンターパート U Kyaw Moe Aung、通訳 U Thet Pyin 

 

Ngar ywar 村区 Htan paut 村。種苗生産は親の代から 15 年ほど行っている。種苗生産以外に、

5 月～6 月はマンゴーのヤンゴンへの卸売り（近辺はマンゴーの産地）や日本に輸出する会

社の代理業務も行っている。ナス等の野菜の卸売り、販売用に成魚育成も行っている。 
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SAEP の支援を受けた最初のふ化は 2010 年 7 月である。現在の稚魚のサイズ・尾数は、タ

ピア 2”余り、65,000 尾、ロフー3”余り、25,000 尾。途中で 1”サイズのタピア 25,000 尾を 1

尾当たり 4 チャットで私営養殖場に売却。2010 年は親魚を（プロジェクト支給の他に）他

所からも買った。2011 年は 4 月末にふ化を予定している。現在の親魚ストックは、タピア

♂80 尾、♀120 尾。ロフー♂60 尾、♀100 尾。その他に、ケトラ 20 尾、パクー36 尾がいる。 

 

種苗販売でアクセスできる最遠距離は東側 46 マイル（アウンラン Ts）、西側 28 マイル（ポ

ッコーン Ts）。他に南西方向のメンドウン Ts もアクセス可能。ポッコーンは養殖場が多く

種苗がよく売れるところ。前回 1”サイズのタピアを売った養殖場もここにある。TORA-G

は所有していないが、レンタルは可能。 

 

Ngar ywar 村区 Htan paut 村近辺で、農家 20 戸が新規に小規模養殖を始めようとしている

（注：養殖農家 U Than Lwin の池を訪問する際に、近辺の 2 カ所で手掘りによる池の造成作

業を行っている家族を見かけた）。 

 

日時・場所 2011 年 2 月 3 日、10:30～11:10、ピエイ Ts、Ts /DoF 

聴取相手 Pyay Ts /DoF 所長 

同行者 高橋氏、カウンターパート U Kyaw Moe Aung、通訳 U Thet Pyin 

 

Pyay タウンシップにおける商業規模の私営養殖場は計 444.42 エーカー、115 経営体。プロ

ジェクトが対象とする村区では以下のとおり。 

 

Ngar ywar 41 経営体、110 面、79.01 エーカー 

Kyar inn  4 経営体、8 面、6.52 エーカー 

Twinn bee 無し 

 

小規模養殖に対する支援として DoF では種苗の配布を行っている。民間セクターでは、食

用油工場から出るピーナッツケーキを餌料用に農家が買う際に、代金支払いを後払い（水

揚げした魚による弁済）にしている例もある。 

 

DoF 本局からの 2011 年 2 月 2 日付の文書によれば（カウンターパートの Kyaw 氏が持参）、

小規模養殖から収益が生じる場合は、農家は収益の 40％～60％を貯蓄するように、地方の

DoF は指導すべしとの通達があった。貯蓄は DoF が設ける当座預金口座に預け入れ、DoF

は領収書（slip）を発行する。 

 

日時・場所 2011 年 2 月 4 日、08:15～09:00、ラパタン Ts、池中養殖 

聴取相手 Thike war chaung Primary School 

同行者 高橋氏、カウンターパート U Kyaw Moe Aung、通訳 U Thet Pyin 
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Thike war chaung 村区 Thike war chaung 村に所在する初等学校。生徒数 128 人。校長先生を

含め教員 4 人。学校の裏に 0.3 エーカーの池。取水先は灌漑水路。SAEP の支援を受けて、

2009 年度、2010 年度と池中養殖を実施。収益を学校の運営資金（貧困家庭児童の学用品購

入、施設の修理代金）に充当することが目的。 

 

2009 年度と 2010 年度の放養尾数は同じ（ロフーを中心に 600 尾）。魚の取り揚げは 4 月頃。

2009 年度は売上高 29 万チャット。最大の個体重量は 1 ビス以上、最少は 0.35 ビス。放養

時よりも尾数は少し減った。ラパタン Ts では他の初等学校 2 校が SAEP の支援を得て養殖

を行っているが、水揚げ重量はほぼ同じであった。取り揚げの日を発表すると村人が買い

に来る。他村からも買いに来た。鮮度が良く幾分安価であることからコミュニティにも利

する。JICA プロジェクトが終了しても、この養殖は続けたい。収入の半額程度を次年度の

経費として留保し、残りを使う。周辺の農家や別の初等学校が同じような養殖を実施した

いと言っている。 

 

売り渡し魚価のランク 

卸売り：まとめて売れるが単価は安い。 

市場：高く売れるがばら売り。 

学校直売：卸売りと市場での小売りの中間辺り。 
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種苗生産の各段階、それぞれの飼育密度、飼育期間、生残率 

Tank & Pond Stocking density Stocking period 
Survival rate & 
hatching rate 

Spawning tank 3-5 kg/m3 1 day 100 %
Incubation tank 900-1,200 eggs/L 1 day 50-80%
Fry tank (Hapa) 550-650 fry/L 2-3 days 80-90%
Fry nursery pond 500-600 fry/m3 21-30 days 25-30%
Seed nursery pond 20-30 fingerling/m3 90-120 days 60-70%

 
 
 
種苗生産における収支について 
 
以下の状況を想定して試算 
 
場所：ラパタン 
生産サイズ：1.5-2 インチ前後 
魚種：タピアン 
生産数：10 万尾（稲田養殖 100 エーカー分に相当） 
生産期間：採卵 8 月、収穫・販売 1 月 
 
各生産プロセスの概要とコスト 
 

１．採卵 
  コスト：採卵用ホルモン    10,000 ks 

ポンプ用ディーゼル   10 gallon x 3,000 ks = 30,000 ks 
 
２．ふ化仔魚養成（3 日） 

ふ化仔魚 800,000 尾 
 
コスト：鶏卵 20 個/day     20 x 120 ks = 2,400 ks 

 
 
３．一次養成（30 日） 

種苗（3 日齢） 680,000 尾 
 
  コスト：石灰     72 viss x 160 = 11,520 ks 

鶏糞     150 viss x 80 = 12,000 ks 
 

米糠+ピーナッツ粕 （4:1） 1 viss / day 
       30 days x 480 ks = 14,400 ks 

 
４．二次養成（４カ月）  
  種苗（0.5 インチ程度）170,000 尾 
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コスト：米糠+ピーナッツ粕 （4:1） 1 viss / day 
       120 days x 480 ks = 57,600 ks 

 
総コスト  137,920 ks 

 
売り上げ 
100,000 尾×15ks   1,500,000ks 
 
粗利益＝1,500,000－137,920 =  1,362,080 ks 

 
 
 
留意点 
ミャンマーで一般的に実施されている方法及び短期専門家報告書を基に、現実的な数値を想定

して試算。 
プロジェクトが推奨する、中核農家向けに普及するために確立されたモデルではない。プロジ

ェクトで普及する技術は、今後の生産活動のなかで培われた経験を基に改善され、最終的に示

される。 
 
 
種苗価格（目安） 

体長 1.0 - 1.5 1.5 -2.0 2.0 -2.5 2.5 - 3.0 

価格（kyat） 5 - 10 10 - 15 20 30 

*明確な価格設定があるわけではない。 
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合同調整委員会出席者リスト 

 

ミャンマー側 

1. Mr. Khin Ko Lay   Director General, Department of Fisheries 

2. Mr. Kyaw Myo Win  Deputy Director General 

3. Mr. Tun Win   Director of Aquaculture Division 

4. Mr. Khin Maung Win  Director of Supervision & Revenue Division 

5. Mr. Win Myint Maung  Director of Fish Inspection & Quality Control  

Division 

6. Mr. Khin Maung Soe  Deputy Director, Head of Research and  

Development Division 

7. Ms. Dr. Yin Yin Moe  Assistant Director, Chief of Fishery Institutes  

8. Mr. Kyaw Min   Ayeyarwaddy Regional Officer 

9. Mr. Tun Win Myint     Bago Regional Officer 

10. Mr. Nyunt Win    Assistant Director, International Relations 

11. Mr. Tin Tun Aung   Kayin State Officer 

12. Mr. Kyaw Soe   Fishery Officer, SAEP Project 

13. Mr. Myint Naing    Pyay District Officer 

14. Ms. Wint Wint Tun  Fishery Officer, International Relations  

15. Mr. Zaw Min Lwin   Letpandan Township Officer 

16. Mr. Soe Thein   Yeakyi Township Officer 

17. Mr. Thein Oo    Kyaung Kone Township Officer 

18. Mr. Saw Pun Somite  Deputy Fishery Officer, Kayin State Office 

19. Mr. Myint Thein   Deputy Fishery Officer, DDG Office 

20. Mr. Kyaw Moe Aung  Deputy Fisheries Officer, SAEP Project 

21. Ms. Kay Khine Tint  Assistant Fishery Officer, SAEP Project 

22. Ms. Kyi Kyi Ohn   Assistant Fishery Officer, SAEP Project 

 

日本側 

1. Mr. Hideo MIYAMOTO  Chief Representative, JICA Myanmar Office 

2. Dr. Satoshi CHIKAMI  Senior Advisor, JICA Headquarters 

3. Mr. Hiroshi HIDAKA   Advisor, JICA Headquarters 

4.  Mr. Kazunori HARADA  Deputy Director, Fishery Agency, MAFF 

5. Mr. Toyomitsu TERAO  Senior Consultant, Fishery Engineering Co. Ltd. 

6. Mr. Tatsuya NAGINO  Representative, JICA Myanmar Office 

7. Mr. Kyaw Lin Oo   Program Officer, JICA Myanmar Office 

8. Mr. Shingo TAKAHASHI  Long-term Expert of SAEP 

9. Mr. Atomu FURUSAWA  Long-term Expert of SAEP  
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